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宇都宮市サービス付き高齢者向け住宅整備促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市の交付する「サービス付き高齢者向け住宅整備促進事業補助金」（以下「補助金」と

いう。）については，宇都宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２号）に定めるものの

ほか，この要綱の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 この要綱は，本市にサービス付き高齢者向け住宅を新設する事業者等に対し，国土交通

省のサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金（以下「国の補助金」という。）に上乗せして

補助金を交付することにより，サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進することを目的とす

る。 

（定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴ サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第

２６号）第５条第１項に規定されるサービス付き高齢者向け住宅をいう。 

⑵ 居住誘導区域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定に

より作成する宇都宮市立地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）において，同条第

２項第２号の規定により定める居住誘導区域をいう。 

⑶ 都市機能誘導区域 立地適正化計画において，都市再生特別措置法第８１条第２項第３号

の規定により定める都市機能誘導区域をいう。 

⑷ 高次都市機能誘導区域 前号の都市機能誘導区域のうち，立地適正化計画において定める

高次都市機能誘導区域をいう。 

第４条 補助金の交付を受けることのできる者は，次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 前条第２号から第４号までに掲げる区域（以下「補助対象区域」という。）にサービス付き

高齢者向け住宅を新たに新築し，又は既存建物（現在サービス付き高齢者向け住宅であるも

のは除く）をサービス付き高齢者住宅として改修する事業者等であること。 

⑵ 市税を滞納していないこと（補助の対象等） 

第５条 補助金の対象は，補助対象区域に新築し，又は既存建物（現在サービス付き高齢者向け

住宅であるものは除く）をサービス付き高齢者向け住宅として改修するものであって，市にサ

ービス付き高齢者住宅として登録している，かつ，国の補助金の交付決定を受けているものと

する。 
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（補助金額） 

第６条 補助金の額は，居住部分の床面積１平方メートルにつき１万円とする。 

２ 高次都市機能誘導区域に立地する場合は，住戸１戸につき，２０万円を加算する。 

３ 補助金額の上限は，国の補助金と合計して，サービス付き高齢者向け住宅の建設等に係る額

の１０分の１までとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，宇都宮市サービス付き

高齢者向け住宅事業登録制度実施要綱第１８条第１項第２号に基づき実施する検査完了の日か

ら１か月以内に，次に掲げる書類を添えて，補助金交付申請書を市長に提出しなければならな

い。ただし，当該期限に提出できない特別な理由があると市長が認める場合は，この限りでな

い。 

⑴ 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

⑵ 国の補助金の額の確定通知書 

⑶ 市税完納（納税）証明書 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，その他参考となる事項を記載した図書 

（交付の決定及び交付額の確定） 

第８条 市長は，前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは，速やかにその内容を審査し，

必要に応じて現地調査を行い，適当と認めたときは，補助金の交付の決定及び交付額の確定を

しなければならない。 

２ 市長は，補助金の交付額を確定したときは，交付決定兼交付額確定通知書（以下「確定通知

書」という。）により，申請者に対し補助金の交付の決定及び交付額の確定について通知するも

のとする。 

（補助金の請求） 

第９条 確定通知書の送付を受けた申請者は，速やかに市長に補助金交付請求書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は，前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消・補助金の返還） 

第１０条 市長は，交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交付決定及

び交付額の確定を取り消すことができるものとする。 

⑴ 規則その他関係法令に反したとき 

⑵ 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
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⑶ 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

２ 市長は，前項の規定による取消を行った場合は，交付決定取消通知書により，申請者に通知

するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は，補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は，当該取消しに係る補助

金の返還を命じるものとする。 

２ 補助金の交付の決定を取り消した場合の補助金の返還額は，交付決定を受けた日から補助金

交付決定の全部又は一部を取り消した日までの期間の年数に応じて，補助金の交付決定をした

額を１０で除して得た金額に，事業期間が１０年に満たない期間の年数（１年に満たない部分

があるときは，これを切り上げる。）を乗じた金額とする。 

（財産処分の制限等） 

第１２条 補助の対象となったサービス付き高齢者向け住宅について，補助金の交付を受け

た者が補助金の交付の決定日から１０年に満たない期間までに，補助金の交付の目的に反

して使用し，譲渡し，交換し，又は貸し付けようとするときは，財産処分承認申請書を市

長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは，内容を審査の上，

適当と認められるときは，当該申請に係る財産処分を承認し，補助金の交付を受けた者に

対して財産処分承認書を送付するものとする。 

３ 市長は，前項の承認をした場合において，その交付した補助金等の全部又は一部に相当

する金額を市に返還させることができる。この場合における補助金の返還額の算出につい

ては，前条第２項の規定を準用する。 

（様式） 

第１３条 この要綱に規定する申請書等の様式は，別に定める。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

制定文（令和４年３月３０日告示第１０８号） 

令和４年４月１日から適用する。 


